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地
方
分
権
提
案
を
踏
ま
え
た
検
討
①

1

l
主
観
的
な
、
希
望
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
保
育
所
等
に
入
れ
な
か
っ
た
と
い
う
基
準
の
曖
昧
さ
が
、
問
題
の
根
源
で
は
な
い
か
。

l
保
留
通
知
を
要
件
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
自
治
体
と
を
直
結
さ
せ
て
、
お
互
い
に
保
育
所
に
入
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
シ

ス
テ
ム
に
す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

第
1
5
3
回
提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
（
関
係
省
庁
ヒ
ア
リ
ン
グ
）
（
R
5
.7
.2
0
)に
お
け
る
ご
提
案

○
育
児
休
業
・
給
付
は
原
則
と
し
て
1歳
に
達
す
る
ま
で
取
得
・
受
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
保
育
所
等
に
入
れ
な
い
場
合
等
雇
用
の
継
続
の
た
め

に
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
緊
急
的
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
し
て
、
最
長
２
歳
に
達
す
る
ま
で
延
長
可
能
。

こ
の
延
長
措
置
は
、
都
市
部
を
中
心
に
待
機
児
童
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
背
景
と
な
っ
て
お
り
、
職
場
に
復
帰
し
た
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保

育
所
等
に
入
所
で
き
ず
、
不
本
意
な
離
職
に
繋
が
る
こ
と
を
防
止
す
る
趣
旨
で
講
じ
て
い
る
。

育
児
休
業
・
育
児
休
業
給
付
の
延
長
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方

○
育
児
休
業
・
給
付
の
延
長
は
保
育
所
等
に
入
れ
な
い
場
合
に
限
ら
れ
た
例
外
的
措
置
で
あ
る
。
保
留
決
定
通
知
書
は
、
市
区
町
村
に
保
育
所
入
所

の
申
込
み
を
行
っ
た
保
護
者
に
対
し
て
、
利
用
調
整
の
結
果
、
入
所
決
定
に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
に
市
区
町
村
が
そ
の
事
実
を
通
知
す
る
た
め
に
交

付
す
る
も
の
で
あ
り
、
育
児
休
業
・
給
付
と
関
係
な
く
元
々
交
付
さ
れ
た
入
所
保
留
通
知
書
を
、
育
児
休
業
・
給
付
の
手
続
に
活
用
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。

l
育
児
休
業
給
付
金
の
支
給
延
長
に
つ
い
て
、
入
所
意
思
が
な
い
方
か
ら
の
保
育
所
等
の
入
所
申
し
込
み
に
対
し
て
事
務
負
担
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
お
そ

ら
く
は
、
制
度
が
あ
る
種
モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
を
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
た
め
に
、
負
担
が
生
じ
て
い
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
必
ず
し
も
事
務
連
絡

で
柔
軟
な
運
用
で
対
応
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
制
度
そ
の
も
の
を
、
制
度
の
趣
旨
に
沿
う
よ
う
に
見
直
す
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
所
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

第
5
5
回
地
方
分
権
改
革
有
識
者
会
議
・
第
1
5
5
回
提
案
募
集
検
討
専
門
部
会
合
同
会
議
（
R
5
.8
.4
)に
お
け
る
ご
発
言
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地
方
分
権
提
案
を
踏
ま
え
た
検
討
②

2

１
．
子
が
２
歳
に
な
る
ま
で
は
希
望
に
応
じ
て
育
児
休
業
の
取
得
・
育
児
休
業
給
付
の
受
給
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

・
中
小
企
業
含
む
民
間
企
業
に
対
し
て
、
法
律
で
一
律
に
最
低
条
件
と
し
て
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
育
児
休
業
復
帰
後
も
原

則
と
し
て
原
職
又
は
原
職
相
当
職
に
復
帰
さ
せ
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
育
児
休
業
期
間
が
長
く

な
る
と
、
人
員
配
置
を
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
労
務
管
理
の
問
題
が
生
じ
企
業
の
負
担
に
つ
な
が
る
こ
と
に

加
え
、

・
育
休
か
ら
の
職
場
復
帰
を
遅
ら
せ
る
こ
と
と
な
り
、
家
事
・
育
児
の
負
担
が
女
性
に
偏
っ
て
い
る
現
状
で
は
女
性
の
キ
ャ

リ
ア
形
成
が
さ
ら
に
阻
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
女
性
活
躍
の
観
点
で
課
題
が
あ
る
。

ま
た
、
「
こ
ど
も
未
来
戦
略
方
針
」
に
お
い
て
も
、
共
働
き
・
共
育
て
が
推
進
さ
れ
て
お
り
、
各
種
施
策
に
よ
っ
て
、
女
性

側
に
家
事
・
育
児
負
担
が
偏
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
十
分
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
示
さ
れ
て
い
る

と
こ
ろ
。

２
．
こ
れ
ま
で
の
国
及
び
地
方
公
共
団
体
、
民
間
団
体
の
取
組
の
結
果
、
延
長
制
度
創
設
時
に
比
べ
て
保
育
環
境
が
格
段
に
充
実

し
て
き
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
保
育
園
に
入
所
で
き
な
い
場
合
の
延
長
制
度
を
廃
止
し
、
育
児
休
業
・
給
付
の
対
象
と
な
る
子

の
年
齢
を
例
外
な
く
１
歳
ま
で
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
待
機
児
童
問
題
が
解
消
し
て
い
な
い
地
域
で
は
保
育
所
に
入

所
で
き
ず
、
不
本
意
な
離
職
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
待
機
児
童
が
生
じ
て
い
る
地
域
に
居
住
し
て
い
る
者
に
限

り
延
長
を
認
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
居
住
す
る
自
治
体
に
よ
っ
て
違
い
が
生
じ
る
こ
と
と
や
、
年
に
よ
っ
て
延
長
の
可

否
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
混
乱
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

2



地
方
分
権
提
案
を
踏
ま
え
た
検
討
③

3

l
現
行
制
度
で
は
、
「
保
育
所
等
の
利
用
を
申
し
込
ん
だ
が
当
面
入
所
で
き
な
い
場
合
」
を
育
児
休
業
給
付
の
延
長
の
要
件
と
し
、
そ
の
事
実
を
、

原
則
と
し
て
自
治
体
の
発
行
す
る
入
所
保
留
通
知
書
で
確
認
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

l
自
治
体
か
ら
の
提
案
で
は
、
「
入
所
を
希
望
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
入
所
申
込
み
を
行
う
事
例
が
年
々
増
加
し
て
い
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、

育
児
休
業
給
付
の
延
長
を
希
望
し
保
留
通
知
書
を
求
め
る
保
護
者
の
行
動
が
、
自
治
体
の
業
務
に
混
乱
と
負
担
を
も
た
ら
し
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。

自
治
体
及
び
委
員
の
御
指
摘
を
踏
ま
え
、
現
行
制
度
の
課
題
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

l
客
観
的
に
「
保
育
所
等
の
利
用
を
申
込
ん
だ
こ
と
」
「
当
面
入
所
で
き
な
い
こ
と
」
を
確
認
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
「
育
児

休
業
給
付
を
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
」
を
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
が
認
定
し
た
場
合
に
限
り
、
延
長
を
認
め

る
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
。

ü
具
体
的
に
は
、
復
職
の
意
思
や
復
職
の
た
め
に
保
育
所
等
を
利
用
す
る
必
要
性
な
ど
に
つ
い
て
、
本
人
か
ら
の
申
告
に
基
づ
き
判
断
す
る

こ
と
と
し
、
申
告
書
に
は
、
入
所
申
込
み
及
び
結
果
に
関
す
る
事
項
（
例
え
ば
「
入
所
申
込
年
月
日
」
、
「
入
所
申
込
先
の
市
区
町
村

名
」
、
「
入
所
希
望
保
育
所
名
」
、
「
申
込
時
に
お
け
る
入
所
希
望
年
月
日
」
、
「
選
考
結
果
」
な
ど
）
の
記
載
を
求
め
、
入
所
申
込
み

及
び
結
果
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
裏
付
け
る
書
類
を
適
宜
添
付
す
る
こ
と
と
す
る
。

ü
書
類
が
添
付
さ
れ
て
い
な
い
場
合
や
、
添
付
さ
れ
た
書
類
で
は
記
載
さ
れ
た
内
容
の
確
認
に
は
不
十
分
で
あ
る
場
合
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

か
ら
市
区
町
村
に
直
接
事
実
関
係
を
照
会
す
る
こ
と
と
し
、
申
告
内
容
の
確
認
が
で
き
な
い
限
り
延
長
を
認
め
な
い
こ
と
と
す
る
。
（
当

該
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
市
区
町
村
に
情
報
共
有
に
ご
協
力
い
た
だ
く
こ
と
が
不
可
欠
）

l
こ
の
見
直
し
に
よ
り
、
単
に
入
所
保
留
通
知
書
を
提
出
す
る
だ
け
で
は
延
長
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
市
区
町
村
が

住
民
か
ら
直
接
苦
情
を
受
け
る
こ
と
や
、
住
民
に
よ
る
不
適
切
な
行
動
は
減
少
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

見
直
し
案

3



イ
ベ
ン
ト
の
開
催

オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
活
用

賑
わ
い
の
創
出
に
伴
い
必
要
と
な
る

巡
回
警
備

【
地
域
再
生
に
資
す
る
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
】

自
転
車
駐
輪
施
設
の
設
置

地
域
の
来
訪
者
又
は
滞
在
者
の
利
便
の
増
進
や
そ
の
増
加
に
よ
り
経
済
効
果
の
増
進

を
図
り
、
地
域
に
お
け
る
就
業
機
会
の
創
出
や
経
済
基
盤
の
強
化
に
資
す
る
活
動

（
例
）

④
公
示
・
縦
覧

【
制
度
の
概
要
】

⑫ 監 督 等

※
３
分
の
１
超
の
事
業
者
の
同
意
に
基
づ
く
計
画
の
認
定
の
取
消
の
請
求
が

あ
っ
た
場
合
は
、
計
画
期
間
中
で
も
認
定
取
消
。

⑧ 徴 収

③
申
請

（※
３
分
の
２
以
上

の
同
意
が
必
要
）

負
担
金
条
例

市
町
村

地
域
来
訪
者
等
利
便
増
進

活
動
計
画

（５
年
以
内
）

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
団
体

（
N

P
O
法
人
・
一
般
社
団
法
人
・一
般
財
団
法
人
・会
社
）

受
益
者
（事
業
者
）

（小
売
業
者
、
サ
ー
ビ
ス
業
者
、
不
動
産
賃
貸
業
者
等
）

⑩ 交 付

⑥
制
定

⑪
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
の
実
施

一
定
の
地
域

交 付 金

国
（
内
閣
総
理
大
臣
）

①
申
請

②
認
定

⑤
認
定

（
※
市
町
村
議
会
の
議
決

を
経
る
必
要
）

区
域
、
活
動
内
容
、
効
果
、

受
益
者
、
資
金
計
画
等
を
記
載

受 益 者 負 担 金

⑦ 納 入 通 知 書 送 付

( ⑨ 徴 収 及 び 督 促 に 応 じ な い 場 合

地 方 税 の 滞 納 処 分 の 例 に よ り

負 担 金 及 び 延 滞 金 を 徴 収 ）

地
域
再
生
計
画

地
域
再
生
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
負
担
金
制
度
（
地
域
再
生
法
第
５
条
第
４
項
第
６
号
、
第
1
7
条
の
7
～
第
1
7
条
の
1
2
）

地
域
再
生
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
負
担
金
制
度
は
、
３
分
の
２
以
上
の
受
益
事
業
者
の
同
意
の
下
、
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
に
よ
り
受
け
る
と
見
込
ま
れ
る
利
益
の

限
度
に
お
い
て
、
負
担
金
を
強
制
徴
収
す
る
制
度
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
受
益
と
負
担
の
関
係
を
明
確
に
し
、
反
対
者
か
ら
も
負
担
金
を
徴
収
す
る
合
理
性
が
担
保

で
き
る
範
囲
と
し
て
、
商
店
街
や
温
泉
街
等
を
想
定
し
、
本
制
度
の
導
入
対
象
地
域
を
以
下
の
と
お
り
規
定
（法
第
５
条
第
４
項
第
６
号
）

①
自
然
的
経
済
的
社
会
的
条
件
か
ら
み
て
一
体
で
あ
る
地
域
で
あ
っ
て

②
当
該
地
域
の
来
訪
者
又
は
滞
在
者
の
増
加
に
よ
り
事
業
機
会
の
増
大
又
は
収
益
性
の
向
上
が
図
ら
れ
る
事
業
を
行
う
事
業
者
が
集
積

し
て
い
る
地
域

１
.導
入
対
象
地
域
及
び
事
務
主
体
に
つ
い
て
（
現
行
制
度
の
考
え
方
／
ご
提
案
へ
の
回
答
）

【
回
答
】
本
制
度
を
活
用
で
き
る
だ
け
の
具
体
的
な
受
益
事
業
者
の
範
囲
や
利
益
の
内
容
・
程
度
が
提
示
さ
れ
る
と
と

も
に
、
７
県
に
お
い
て
連
携
し
て
実
施
す
る
体
制
や
受
益
事
業
者
の
同
意
の
確
保
の
見
通
し
が
明
ら
か
と
な
っ
た
段
階
で

改
め
て
検
討
し
た
い
。

4
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2
.更
新
手
続
き
に
つ
い
て
（現
行
制
度
の
考
え
方
／
ご
提
案
へ
の
回
答
）

○
本
制
度
は
、
金
銭
の
強
制
徴
収
を
伴
う
制
度
で
あ
る
点
を
踏
ま
え
、
活
動
計
画
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
関
与
の
下
、
当
該
活
動
実
施
団

体
の
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
確
保
し
、
負
担
金
の
徴
収
を
受
け
る
事
業
者
の
権
利
を
保
護
す
る
観
点
か
ら
、
一
定
期
間
ご
と
に
活
動
の
効
果
を
検
証

し
、
計
画
期
間
終
了
後
に
活
動
を
継
続
す
る
場
合
に
は
新
た
な
計
画
の
認
定
を
要
す
る
こ
と
と
す
る
の
が
適
当
。

○
こ
の
た
め
、
国
内
の
類
似
し
た
他
制
度
も
参
考
に
し
、
５
年
と
い
う
上
限
内
で
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
計
画
期
間
を
設
定
で
き
る
こ
と
と
し

て
お
り
、
何
ら
制
限
な
く
計
画
期
間
を
設
定
可
能
と
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。

制
度

計
画
期
間
の
年
数
の
上
限

根
拠
条
項

立
地
適
正
化
計
画

お
お
む
ね
５
年
ご
と
に
、
計
画
の
実
施
状

況
に
つ
い
て
評
価
等
を
行
い
、
必
要
に
応

じ
て
変
更
を
行
う

都
市
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
1
4
年
法
律
第
2
2
号
）

第
8
4
条
第
１
項

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
係
る
公
益
認
定

有
効
期
間
が
５
年

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
1
0
年
法
律
第
7
号
）

第
5
1
条
第
１
項

・
国
内
の
他
制
度
に
お
け
る
計
画
期
間
の
年
数
の
上
限
は
以
下
の
と
お
り

＜
現
行
制
度
の
考
え
方
＞

（
参
考
：
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
に
お
け
る
Ｂ
Ｉ
Ｄ
の
期
限
も
５
年
程
度
）

○
地
方
公
共
団
体
の
事
務
負
担
は
、
活
動
計
画
の
作
成
主
体
が
民
間
の
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
団
体
で
あ
る
た
め
、
そ
も
そ
も
少
な
い
も

の
と
な
っ
て
い
る
。

【
回
答
】
５
年
を
超
え
る
計
画
期
間
で
な
け
れ
ば
支
障
が
生
じ
る
事
業
や
事
象
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

将
来
的
に
具
体
的
に
な
っ
た
段
階
で
、
計
画
の
終
了
後
も
活
動
を
継
続
す
る
場
合
に
、
受
益
事
業
者
間
で
合
意
形
成

が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
計
画
の
認
定
手
続
の
簡
素
化
を
図
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
し
た
い
。
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エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
関
係
委
託
調
査

・
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
に
よ
る
受
益
に
関
す
る
研
究
の
収
集

・
海
外
の
Ｂ
Ｉ
Ｄ
に
お
け
る
効
果
、
受
益
の
定
量
的
把
握
の
手
法
等
に
関
す
る
調
査

・
個
別
の
地
域
に
お
け
る
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
の
受
益
の
算
定

「地
域
再
生
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
負
担
金
制
度
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」の
策
定

H
3
0
年
度

【
地
域
再
生
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
負
担
金
制
度
に
関
す
る
有
識
者
会
議
】

・
H
3
0
.1
0
か
ら
H
3
1
.2
に
か
け
て
、
4
回
開
催

・
学
識
経
験
者
、
エ
リ
マ
ネ
実
務
担
当
者
等
を
有
識
者
委
員
と
し
、
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ

メ
ン
ト
活
動
の
受
益
算
定
方
法
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
記
載
内
容
等
に
つ
い
て
議
論

・
先
進
的
な
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
の
受
益
算
定
事
例
の
収
集
・

整
理

・
官
民
が
保
有
す
る
各
種
デ
ー
タ
の
収
集
・
活
用
手
法
に
関
す
る
検
討

・
負
担
金
制
度
の
法
的
論
点
の
整
理

「
地
域
再
生
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
負
担
金
制
度
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」

の
更
新

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
示
さ
れ
た
、
受
益
事
業
者
が
受
け
る
と
見
込
ま

れ
る
利
益
算
定
方
法
に
つ
い
て
、
本
制
度
の
活
用
を
念
頭
に
置
い
た

パ
イ
ロ
ッ
ト
地
区
で
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
を
実
施
し
、
経
済
効
果
の
把
握
と

受
益
算
定
を
実
施
。

R
1
年
度
（
個
別
調
査
）

R
1
年
度
（
総
括
調
査
）

ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
へ

①
国
内
外
の
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
支
援
団
体
の
置
か
れ
て
い
る
現
状

や
直
面
し
て
い
る
課
題
等
を
調
査

⇒
日
本
国
内
の
3
団
体
、
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
ぞ
れ
1
団
体
に
ヒ
ア
リ
ン
グ

②
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
「
新
た
な
日
常
」
に
対
応
し
た
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
活
動
の
あ
り
方
に
関
す
る
調
査

⇒
8
つ
の
エ
リ
マ
ネ
団
体
及
び
当
該
団
体
の
活
動
場
所
の
自
治
体
へ
ヒ
ア
リ
ン
グ

R
2
年
度

・
各
地
の
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
活
動
の
う
ち
、
特
に
来
訪
者
等
の
利
便

増
進
に
寄
与
す
る
活
動
を
中
心
に
、
効
果
測
定
や
受
益
算
定
、
経

済
効
果
の
算
出
、
需
要
把
握
等
を
実
施
。
Ｒ
5
年
度
は
3
月
に
地

域
再
生
計
画
を
認
定
し
た
沖
縄
県
北
谷
町
に
て
伴
走
支
援
を
実

施
予
定
。

R
3
・
R
4
・
R
5
年
度

本
制
度
を
活
用
す
る
上
で
、
受
益
算
定
の
ノ
ウ
ハ
ウ
不
足
が
課
題
の
一
つ
で
あ
る
た
め
、
各
地
の
エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

活
動
を
対
象
と
し
、
受
益
算
定
の
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
調
査
等
を
実
施
。
制
度
活
用
に
向
け
た
伴
走
支
援
や
周
知
等
を
実
施
。

制
度
活
用
に
向
け
た
伴
走
支
援
や
周
知
等

年
度

調
査
地

R
3

岩
手
県
大
船
渡
市

R
4

愛
媛
県
松
山
市

R
5

沖
縄
県
中
頭
郡
北
谷
町

な
か
が
み
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国
等
の
建
築
物
に
係
る
建
築
確
認
・
検
査
制
度
の

見
直
し
に
係
る
ご
提
案
に
つ
い
て

国
土
交
通
省
住
宅
局

参
事
官
（
建
築
企
画
担
当
）
付

令
和
５
年
９
月

7

重点番号17：国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の計画通知等に係る指定確認検査機関の活用(国土交通省)



建
築
基
準
法
に
お
け
る
確
認
・
検
査
制
度

設
計
段
階 建
築
確
認
※
1

又
は

計
画
通
知
※
2

施
工
段
階

施
工
終
了

中
間
検
査

完
了
検
査

建 築 計 画

使 用 開 始

工 事 着 工

建
築
計
画
の

建
築
基
準
へ
の
適
合
性
を
審
査

施
工
さ
れ
た
建
築
物
の

建
築
基
準
へ
の
適
合
性
を
検
査

※
１
民
間
が
建
築
工
事
等
に
着
手
す
る
前
に
建
築
計
画
を
建
築
主
事
又
は
指
定
確
認
検
査
機
関
に
申
請
し
、

そ
の
計
画
が
建
築
基
準
関
係
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
る
こ
と
。

※
２
国
等
が
建
築
工
事
等
に
着
手
す
る
前
に
建
築
計
画
を
建
築
主
事
に
通
知
し
、
そ
の
計
画
が
建
築
基
準
関

係
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
の
審
査
を
受
け
る
こ
と
。

〇
民
間
の
建
築
物
に
係
る
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
建
築
確
認
等
の
手
続
き
は
、
特
定
行
政
庁
の
建
築
主
事

又
は
指
定
確
認
検
査
機
関
の
確
認
検
査
員
が
行
っ
て
い
る
。

〇
一
方
、
国
、
都
道
府
県
又
は
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村
（
以
下
「
国
等
」
と
い
う
。
）
の
建
築
物
に
係
る
計
画

通
知
等
の
手
続
き
は
特
定
行
政
庁
の
建
築
主
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
当
該
計
画
の
建
築
基
準
関
係

規
定
へ
の
適
合
審
査
等
に
指
定
確
認
検
査
機
関
を
活
用
す
る
制
度
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

現
行
の
確
認
・
検
査
制
度
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令
和
５
年
分
権
提
案
の
内
容

＜
支
障
例
＞

・
大
規
模
災
害
発
生
後
は
、
被
災
後
の
ま
ち
づ
く
り
計
画
等
の
立
案
や
被
災
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
等
の
支
援
な
ど
様
々
な
復
興
業
務
に
多
く
の
人
員
を
要
す
る
。

・
被
災
後
に
増
大
す
る
公
共
施
設
等
の
再
建
に
係
る
計
画
通
知
の
業
務
に
は
、
建
築
主
事
が
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
人
員
が
割
か
れ
復
興

業
務
へ
の
迅
速
な
対
応
が
困
難
と
な
り
、
被
災
地
復
興
に
遅
れ
が
生
じ
る
懸
念
が
あ
る
。

○
国
等
の
建
築
物
に
係
る
計
画
通
知
に
つ
い
て
、
建
築
基
準
関
係
規
定
適
合
性
の
審
査
や
完
了
検
査
・
中
間
検
査

等
を
建
築
主
事
だ
け
で
な
く
指
定
確
認
検
査
機
関
が
行
う
こ
と
も
で
き
る
こ
と
。

分
権
提
案
の
概
要
（
兵
庫
県
提
案
書
か
ら
抜
粋
）

現
行

提
案
内
容

建
築
主

・
国
・
都
道
府
県

・
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村

審
査
者

・
建
築
主
事

建
築
主

・
国
・
都
道
府
県

・
建
築
主
事
を
置
く
市
町
村

審
査
者

・
建
築
主
事

・
指
定
確
認
検
査
機
関

建
築
主
事
が
計
画
通
知
の
建
築
基
準
関
係
規
定
へ

の
適
合
審
査
等
を
実
施

建
築
主
事
又
は
指
定
確
認
検
査
機
関
が
計
画
通

知
の
建
築
基
準
関
係
規
定
へ
の
適
合
審
査
を
実
施

※
建
築
主
が
審
査
者
を
選
択
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令
和
５
年
分
権
提
案
へ
の
対
応
方
針

○
第
１
次
回
答
に
お
い
て
、
「
当
該
事
務
の
実
効
性
に
も
留
意
し
つ
つ
、
検
討
を
行
う
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
国
等
の
建

築
物
に
係
る
計
画
通
知
に
つ
い
て
、
見
直
し
を
行
う
方
向
で
検
討
す
る
と
理
解
し
て
よ
い
か
。
ま
た
、
そ
の
場
合
、
法

改
正
時
期
を
含
め
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
見
直
し
を
行
う
の
か
ご
教
示
い
た
だ
き
た
い
。

○
過
去
の
災
害
時
に
お
け
る
計
画
通
知
件
数
の
実
績
と
し
て
は
、
当
県
に
お
い
て
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
発
災
前

の
最
大
2
.5
倍
に
増
加
し
、
宮
城
県
及
び
福
島
県
に
お
い
て
は
東
日
本
大
震
災
で
発
災
前
の
最
大
３
倍
に
ま
で
増
加

し
て
い
る
。
大
規
模
災
害
が
い
つ
起
き
て
も
お
か
し
く
な
い
近
年
の
状
況
の
中
に
お
い
て
は
、
可
能
な
限
り
速
や
か
に

ご
検
討
願
い
た
い
。 特
定
行
政
庁
・
指
定
確
認
検
査
機
関
に
対
し
、
当
該
事
務
の
実
行
性
に
つ
い
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を

行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
該
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
の
回
答
を
踏
ま
え
、
指
定
確
認
検
査
機
関
が
行

う
具
体
的
な
事
務
の
範
囲
に
つ
い
て
精
査
し
た
上
で
、
速
や
か
に
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。

二
次
回
答

一
次
回
答
を
踏
ま
え
た
提
案
団
体
の
見
解
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（
H1

5.
6要

介
護
認
定
事
務
に
係
る
現
況
調
査
結
果

、
6/

23
～

27
の
審
査
事
例
か
ら
集
計
）

○
現

行
制
度
に
お
い
て
は
、
市
町
村
は
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
や
介
護
保
険
施
設
に
、
認
定
調
査
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、
新
規
申
請
の

約
３
割
、
更
新
申
請
の
約
７
割
が
委
託
と
な
っ
て
い
る
。

○
委

託
に
よ
る
調
査
は
、
認
定
調
査
員
研
修
を
終
了
し
た
介
護
支
援
専
門
員
等
が
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

○
認

定
結
果
（
平
均

要
介
護
度
）に

つ
い
て
、
認
定
調
査
の
委
託
を
行
っ
た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
を
比
較
す
る
と
、
施
設
の
場
合
に
は
、
委
託
を
行
っ
た
方
が
平
均
要

介
護
度
が
高
く
な
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。

○
認

定
調
査
に
つ
い
て
は
、
質
の
向
上
や
効
率
化
等
の

観
点
か
ら
、
保
険
者
に
お
け
る
様
々
な
適
正
化
の
た
め
の
取
り
組

み
が
行
わ
れ
て
い
る
。

認
定
調
査
の
現
状

社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会
（第

９
回
）

資
料

1

11

重点番号11：要介護（要支援）認定申請に係る調査主体の拡大に関する見直し（厚生労働省）



平
成
16
年
度
介
護
保
険
部
会

報
告
書

（
認
定
調
査
委
託
、
申
請

代
行

の
適

正
化
）

○
要
介
護
認
定
の
公
平
性

・公
正

性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
現
行
で
は
、
新
規
申
請
件
数
の
約
５
割
、

更
新
申
請
の
約
６
割

を
占
め
る
認
定
調

査
の
委
託
に
つ
い
て
、
見
直
し
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

新
規
の
認
定
調
査
に
つ
い
て
は

、
市
町

村
が
行
う
と
い
う
原
則
を
堅
持
す
る
と
と
も
に
、
委
託
す
る
場
合
に
は
、

公
平
・
公
正
の
観
点
か
ら
、
申

請
者

が
入
所
し
て
い
る
施
設
へ
の
委
託
を
認
め
な
い
な
ど
、
委
託
先
の
範
囲

の
制
限
を
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。
ま
た
、
市
町
村
に
お
け
る
委
託
調
査
の
適
正

化
策
の
促
進
を
図
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

2

平
成
１
６
年
度
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
に
関
す
る
意
見

（
平
成

16
年
７
月

30
日
社
会
保
障
審
議
会
介
護
保
険
部
会
）

抜
粋

12



平
成
18
年
度
法
改
正
に
至
る
国
会
答
弁
（
１
）

第
16

2回
国
会

衆
議
院

厚
生
労
働
委
員
会

第
14
号

平
成

17
年

4月
8日

○
原
田
（
令
）
委
員

軽
度
の
方
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
見
直
し
、
効
率
化
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
で
働
く
介

護
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
不
適
正
な
掘
り
起
こ
し
や
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
よ
る
認
定
調
査
が
甘
く
行
わ
れ
て
い
る

と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
な
ど
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
や
認
定
調
査
に
つ
い
て
は
公
正
中
立
な
立
場
で
行
わ
れ
る
べ

き
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
今
回
の
見
直
し
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
な
対
応
が
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
、
伺
い
た
い
と
思
い

ま
す
。

○
中
村
政
府
参
考
人

お
答
え
申
し
上
げ
ま
す
。

要
介
護
認
定
に
つ
き
ま
し
て
は
、
元
来
、
市
町
村
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
さ
ん
た
ち
に
委
託
で
き

る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
御
指
摘
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
回
の
改
正
に
お
き
ま
し
て
は
、

新
規
認
定
に
つ
き
ま
し
て
は
市
町
村
が
基
本
的
に
は
や
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う
原
則
を
改
め
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
市

町
村
が
み
ず
か
ら
や
っ
て
い
た
だ
く
か
、
公
正
中
立
の
観
点
か
ら
、
保
険
者
事
務
を
支
援
す
る
た
め
に
新
た
に
設
立
す
る
市
町
村
事
務

受
託
法
人
以
外
の
委
託
は
新
規
認
定
に
つ
い
て
は
認
め
な
い
こ
と
と
す
る
、
こ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
一
元
的
に
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
し
、
ま
た
、
現
在
で
も
、
サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議
を
実
施
す
る
こ
と
で
偏
っ
た
ケ
ア
プ
ラ
ン
を
つ
く
ら
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
を
お
願
い
し
て
い
る
と
と
も
に
、
自
社
の
ケ
ア
プ
ラ
ン
、
サ
ー
ビ
ス
だ
け
多
く
使
っ
て
い
る
よ
う
な
事
業
所
に
つ
い
て
は
、
保
険

者
の
方
で
そ
う
い
う
統
計
が
把
握
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
国
保
連
の
方
で
開
発
し
た
り
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で
の
適

正
化
を
考
え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
改
正
で
は
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
さ
ん
の
五
年
ご
と
の
資
格
の
更
新
制
や
、
個
々
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
ご
と
に
ケ
ア
プ

ラ
ン
の
内
容
を
評
価
す
る
仕
組
み
を
導
入
い
た
し
て
お
り
ま
し
て
、
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
の
独
立
性
、
中
立
性
の
確
保
に
取
り
組
ん
で
い

る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

3
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第
16

2回
国
会

参
議
院

厚
生
労
働
委
員
会

第
21
号

平
成

17
年

5月
19
日

○
坂
本
由
紀
子
君

自
由
民
主
党
、
坂
本
由
紀
子
で
ご
ざ
い
ま
す
。

介
護
保
険
制
度
ス
タ
ー
ト
前
に
は
果
た
し
て
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
心
配
が
な
さ
れ
て
お
っ
た
ん
で
す
が
、
施
行
五

年
を
経
て
、
そ
れ
な
り
に
国
民
の
中
に
は
こ
の
介
護
保
険
の
制
度
に
期
待
を
し
、
信
頼
も
得
て
き
た
部
分
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま

す
。
要
支
援
、
要
介
護
一
の
軽
度
の
方
た
ち
の
給
付
が
予
想
を
超
え
て
大
幅
に
上
回
っ
た
と
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
よ
り

自
立
度
を
高
め
る
予
防
給
付
を
新
た
に
導
入
し
て
、
そ
の
辺
適
正
な
も
の
に
な
る
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
今
回
改
正
の
大

き
な
一
つ
の
柱
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
私
は
、
こ
の
介
護
保
険
の
施
行
の
中
で
、
要
介
護
認
定
の
事
務
に
非
常
に
問
題
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。
特
に
、
そ
の
基
礎
に
な
り
ま
す
と
こ
ろ
の
認
定
調
査
、
申
請
に
つ
き
ま
し

て
、
こ
れ
を
民
間
業
者
に
か
な
り
委
託
を
し
て
い
た
と
、
し
か
も
担
当
の
業
者
に
自
分
の
顧
客
の
調
査
を
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
は
適
正
な
介
護
の
認
定
が
そ
も
そ
も
初
め
か
ら
期
待
で
き
な
い
と
い
う
問

題
が
起
こ
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
何
よ
り
も
こ
の
点
に
つ
い
て
の
見
直
し
、
改
善
策
が
大
事
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
ど
う
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
本
当
に
担
保
で
き
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
実
効
性

を
ど
う
確
保
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
お
考
え
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。

○
政
府
参
考
人
（
中
村
秀
一
君
）

お
答
え
申
し
上
げ
ま
す
。

要
介
護
認
定
の
調
査
に
つ
き
ま
し
て
は
、
委
員
御
指
摘
の
と
お
り
、
市
町
村
の
事
務
の
負
担
の
軽
減
の
観
点
か
ら
、
現
在
、
指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
又
は
介
護
保
険
施
設
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

御
指
摘
の
よ
う
な
事
業
者
に
よ
る
過
度
の
掘
り
起
こ
し
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
回
、
認
定
調
査
の
公
正
性
、
中
立

性
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
新
規
の
要
介
護
認
定
申
請
に
係
る
認
定
調
査
は
原
則
と
し
て
市
町
村
が
行
う
こ
と
と
す
る
な
ど
の
見
直

し
を
行
う
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

原
則
と
し
て
と
申
し
ま
す
の
は
、
正
に
そ
の
と
お
り
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
認
定
調
査
は
市
町
村
の
基
本
的
に
は
仕
事
で
ご
ざ
い

ま
す
の
で
、
少
な
く
と
も
新
規
申
請
に
係
る
認
定
調
査
に
つ
い
て
は
市
町
村
に
や
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
業
務
効
率
化
の
観
点
か
ら
、
例
外
と
し
て
公
益
的
な
事
務
受
託
法
人
に
委
託
す
る
こ
と
も
可
能
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
特
に
市
町
村
側
か
ら
の
御
要
望
が
強
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
公
益
的
な
事
務
受
託
法
人
に
つ
き
ま
し

て
は
介
護
保
険
法
に
新
た
に
位
置
付
け
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
で
や
っ
て
お
り
ま
す
が
、
基
本
と
し
て
は
、
繰
り
返
し
申
し
上
げ

て
お
り
ま
す
と
お
り
、
市
町
村
の
実
施
を
原
則
と
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
更
新
申
請
に
つ
い
て
、
認
定
調
査
に
つ
い
て
は
従
来
ど
お
り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
な
ど
に
委
託
で
き
る
わ

け
で
す
が
、
そ
の
中
で
も
不
正
や
不
適
切
な
調
査
を
行
っ
た
事
業
者
な
ど
に
対
し
ま
し
て
は
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
、
こ

う
い
う
措
置
を
と
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
、
市
町
村
が
き
ち
ん
と
認
定
調
査
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
の
実
効
性
が
担
保
さ
れ
る
よ

う
に
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

4

平
成
18
年
度
法
改
正
に
至
る
国
会
答
弁
（
２
）
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平
成

14
年
４
月

総
務
省

今
回
、
厚
生
労
働
省
、

87
市
町
村
及
び
介
護
サ
ー
ビ
ス
又
は
居
宅
介
護
支
援
を
行
っ
て
い
る
事
業
者

(以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。

)1
93
事
業
者

に
お
け
る
要
介
護
等
認
定
の
状
況
等
を
調
査
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
状
況
が
み
ら
れ
た
。

ア
（
略
）

イ
訪
問
調
査
の
実
施
状
況

(ア
)
訪
問
調
査
は
、
原
則
６
か
月
ご
と
に
行
う
要
介
護
等
認
定
の
際
に
市
町
村
の
職
員
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
指
定
居
宅
介

護
支
援
事
業
者

(居
宅
の
要
介
護
者
等
に
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他

の
便
宜
の
提
供
等
を
行
う
者

)又
は
介
護
保
険
施
設
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る

(介
護
保
険
法
第

27
条
第
１
項
等

)。
こ
れ

に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
は
、
平
成

12
年
１
月
に
開
催
し
た
「
全
国
介
護
保
険
担
当
課
長
会
議
」
等
に
お
い
て
、
訪
問
調
査
を
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
等
に
委
託
し
て
い
る
場
合
に
は
、
訪
問
調
査
は
本
来
市
町
村
が
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
数
回
に
１
回
は
市

町
村
職
員
が
直
接
調
査
す
る
よ
う
、
市
町
村
に
対
し
技
術
的
助
言
を
行
っ
て
い
る
。

(イ
)

調
査
し
た

87
市
町
村
に
お
け
る
要
介
護
等
認
定
に
係
る
訪
問
調
査
の
実
施
状
況
を
み
る
と
、
自
ら
す
べ
て
の
調
査
を
実
施
し
て
い
る
の

は
５
市
町
村
の
み
で
あ
り
、
残
る

82
市
町
村
は
、
訪
問
調
査
の
全
部
又
は
一
部
を
事
業
者
に
委
託
し
て
い
る
。

こ
れ
ら

82
市
町
村
に
お
け
る
各
市
町
村
内
・
外
の
居
住
者
に
係
る
訪
問
調
査
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
へ
の
委
託
状
況
を
み
る

と
、

(ⅰ
)市
町
村
内
・
外
と
も
に
委
託
し
て
い
る
も
の
が

61
市
町
村

(一
部
の
者
の
み
に
つ
い
て
委
託
し
て
い
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同

じ
。

)、
(ⅱ

)市
町
村
外
を
委
託
し
て
い
る
も
の
が

10
市
町
村
、

(ⅲ
)介
護
保
険
施
設
入
所
者
分
の
み
委
託
し
て
い
る
も
の
が
３
市
町
村
等

と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の

82
市
町
村
に
お
け
る
職
員
に
よ
る
訪
問
調
査
の
実
施
状
況
を
み
る
と
、

57
市
町
村
は
、
市
町
村
内
・
外
を
問
わ
ず
こ
れ
を

励
行
し
て
い
る
が
、
残
る

25
市
町
村
は
、
職
員
に
よ
る
調
査
は
数
回
に
１
回
で
あ
っ
て
も
体
制
上
負
担
が
大
き
い
と
し
て
お
り
、
当
省
の

調
査
時
点
で
は
、

1)
10
市
町
村
は
市
町
村
内
・
外
と
も
調
査
を
全
く
行
っ
て
お
ら
ず
、

2)
15
市
町
村
は
市
町
村
外
に
つ
い
て
は
調
査
を
全

く
行
っ
て
い
な
い
。

ち
な
み
に
、
施
設
入
所
者
に
対
す
る
職
員
に
よ
る
訪
問
調
査
を
全
く
実
施
し
て
い
な
い
市
町
村
の
中
に
は
、
市
町
村
か
ら
訪
問
調
査
を

受
託
し
た
施
設
が
申
請
者
の
要
介
護
状
態
等
区
分
が
実
態
よ
り
も
高
く
な
る
よ
う
調
査
結
果
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
こ
の
こ
と
が
都
道
府

県
の
指
導
監
査
に
お
い
て
発
見
さ
れ
、
再
調
査
の
実
施
を
求
め
ら
れ
て
い
る
事
例
が
み
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
厚
生
労
働
省
は
、
要
介
護
等
認
定
を
適
切
に
実
施
す
る
観
点
か
ら
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

1)
（
略
）

2)
訪
問
調
査
を
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
に
委
託
し
て
実
施
し
て
い
る
市
町
村
に
対
し
、
お
お
む
ね
３
回
な
い
し
４
回
に
１
回
は
職

員
に
よ
る
直
接
調
査
を
行
う
よ
う
技
術
的
助
言
を
徹
底
す
る
こ
と
。

介
護
保
険
の

運
営

状
況

に
関

す
る

実
態

調
査

結
果

に
基

づ
く

勧
告
（
抜
粋
）

5
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市
町
村

委
託

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
※
１

介
護
支
援

専
門
員

そ
の
他
職
種

無
資
格
の

者
を
含
む

介
護
支
援

専
門
員

そ
の
他
職
種

無
資
格
の

者
を
含
む

新
規
申
請

○
○

○
×

更
新
申
請
・区
分
変
更
申
請

○
○

○
×

市
町
村

委
託

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
※
１

介
護
支
援

専
門
員

そ
の
他
職
種

無
資
格
の

者
を
含
む

介
護
支
援

専
門
員

そ
の
他
職
種

無
資
格
の

者
を
含
む

介
護
支
援

専
門
員

そ
の
他
職
種

無
資
格
の

者
を
含
む

新
規
申
請

○
○

○
×

×
×

更
新
申
請
・区
分
変
更
申
請

○
○

○
×

○
×

市
町
村

委
託

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
※
１

介
護
支
援

専
門
員

そ
の
他
職
種

無
資
格
の

者
を
含
む

介
護
支
援

専
門
員

市
町
村
職
員

Ｏ
Ｂ
等
※
２

看
護
師
、介

護
福
祉
士
等
※
３

そ
の
他
職
種

無
資
格
の

者
を
含
む

介
護
支
援

専
門
員

そ
の
他
職
種

無
資
格
の

者
を
含
む

新
規
申
請

○
○

○
○

○
×

×
×

更
新
申
請
・区
分
変
更
申
請

○
○

○
○

○
×

○
×

※
１

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、地

域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、介

護
保
険
施
設
、地

域
包
括
支
援
セ
ン
ター
及
び
介
護
支
援
専
門
員
。

※
２

認
定
調
査
員
とし
て
１
年
以
上
従
事
した
経
験
を
有
す
る
者
とす
る
者
。

※
３

医
療
・介
護
・福
祉
に
係
る
専
門
的
な
知
見
を
有
す
る
者
（
介
護
保
険
法
施
行
規
則

11
3条

の
２
第
１
号
又
は

2号
で
規
定
され
る
者
で
あ
って
か
つ
介
護
に
係
る
実
務

5年
以
上
）
。

認
定
調
査
員
の
要
件
の
変
遷

○
施

行
当

初

○
H1

8法
改

正

○
R2

省
令

改
正

（
現

行
）

地
方
分
権
の
提
案
部
分

6

16



都
道

府
県

指
定

市
町
村

事
務

受
託
法
人
数

北
海

道
１
７

青
森
県

提
供
情
報
無
し

岩
手
県

提
供
情
報
無
し

宮
城
県

８

秋
田
県

１
５

山
形
県

提
供
情
報
無
し

福
島
県

３

茨
城
県

８

栃
木
県

提
供
情
報
無
し

群
馬
県

提
供
情
報
無
し

埼
玉
県

３

千
葉
県

４

東
京
都

２
６

神
奈
川
県

６

新
潟
県

１

富
山
県

１

都
道

府
県

指
定

市
町
村

事
務

受
託
法
人
数

石
川
県

２

福
井
県

１

山
梨
県

１

長
野
県

提
供
情
報
無
し

岐
阜
県

５

静
岡
県

提
供
情
報
無
し

愛
知
県

８

三
重
県

５

滋
賀
県

提
供
情
報
無
し

京
都
府

２
５

大
阪
府

８

兵
庫
県

６

奈
良
県

２

和
歌
山
県

３

鳥
取
県

提
供
情
報
無
し

島
根
県

１

都
道

府
県

指
定

市
町
村

事
務

受
託
法
人
数

岡
山
県

２

広
島
県

８

山
口
県

提
供
情
報
無
し

徳
島
県

提
供
情
報
無
し

香
川
県

提
供
情
報
無
し

愛
媛
県

２

高
知
県

１

福
岡
県

１
３

佐
賀
県

３

長
崎
県

１

熊
本
県

２

大
分
県

２

宮
崎
県

１

鹿
児
島
県

１

沖
縄
県

１

合
計

１
９
６

（
独
立
行
政
法
人

福
祉
医
療
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
法
人
数
を
集
計
）

指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の
指
定
の
状
況

7

（
令
和
５
年
８
月
２
８
日
現
在
）

17



法
人
種
別

法
人
名
称

法
人
の
所
在
地

事
務
所
の
名
称

事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人

公
益
財
団
法
人

船
橋
市
福
祉

サ
ー
ビ
ス
公
社

千
葉
県
船
橋
市

公
益
財
団
法
人

船
橋
市
福
祉
サ
ー
ビ
ス
公
社

千
葉
県
船
橋
市

医
療
法
人

医
療
法
人
鉄
蕉
会

千
葉
県
鴨
川
市

医
療
法
人
鉄
蕉
会
亀
田
総
合
病

院
居
宅
介
護

支
援
事
業
所

千
葉
県
鴨
川
市

株
式
会
社

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
デ
ー
タ
ー

プ
ロ
セ
シ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

兵
庫
県
神
戸
市

柏
認
定
調
査
セ
ン
タ
ー

千
葉
県
柏
市

社
会
福
祉
法
人

社
会
福
祉
法
人
い
す
み
市
社
会

福
祉
協
議
会

千
葉
県
い
す
み
市

社
会
福
祉
法
人
い
す
み
市
社
会

福
祉
協
議
会

千
葉
県
い
す
み
市

千
葉
県
に

所
在
す
る
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人

（
独
立
行
政
法
人

福
祉
医
療
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
掲
載
資
料
を
基
に
作
成
）

8

18



法
人

種
別

法
人
名
称

法
人
の
所
在
地

事
務
所
の
名
称

事
務
所
の
所
在
地

社
会

福
祉

法
人

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会

京
都
市
下
京
区

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会
小
川
事
務
所

京
都
市
上
京
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協

会
高
野
事
務
所

京
都
市
左
京
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協

会
本
能
事
務
所

京
都
市
中
京
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協

会
山
科
事
務
所

京
都
市
山
科
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協

会
西
七
条
事
務
所

京
都
市
下
京
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協

会
伏
見
事
務
所

京
都
市
伏
見
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協

会
太
秦
事
務
所

京
都
市
右
京
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協

会
紫
野

京
都
市
北
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協

会
本
能

京
都
市
中
京
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協

会
修
徳

京
都
市
下
京
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協

会
西
七
条

京
都
市
下
京
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協

会
塔
南
の
園

京
都
市
南
区

京
都
府
に

所
在
す
る
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
①

（
独
立
行
政
法
人

福
祉
医
療
機
構
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
掲
載
資
料
を
基
に
作
成
）

9
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法
人

種
別

法
人
名
称

法
人
の
所
在
地

事
務
所
の
名
称

事
務
所
の
所
在
地

社
会

福
祉

法
人

社
会
福

祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会

京
都
市
下
京
区

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会
西
院

京
都
市
右
京
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会
久
我
の
杜

京
都
市
伏
見
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会
醍
醐
事
務
所

京
都
市
伏
見
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会
西
京
事
務
所

京
都
市
西
京
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会
南
事
務
所

京
都
市
南
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会
東
山
事
務
所

京
都
市
東
山
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会
朱
雀
事
務
所

京
都
市
中
京
区

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
京
都
福
祉
サ
ー
ビ
ス
協
会
北
事
務
所

京
都
市
北
区

一
般

社
団

法
人

一
般
社

団
法
人
京
都
市
老
人
福
祉
施
設
協

議
会

京
都
市
下
京
区

一
般
社
団
法
人
京
都
市
老
人
福
祉
施
設
協
議
会

京
都
市
下
京
区

一
般

社
団

法
人

一
般
社

団
法
人
京
都
私
立
病
院
協
会

京
都
市
下
京
区

一
般
社
団
法
人
京
都
私
立
病
院
協
会

京
都
市
下
京
区

公
益

社
団

法
人

公
益
社

団
法
人
京
都
府
介
護
支
援
専
門
員

会
京
都
市
中
京
区

公
益
社
団
法
人
京
都
府
介
護
支
援
専
門
員
会

京
都
市
中
京
区

社
会

福
祉

法
人

社
会
福

祉
法
人
福
知
山
市
社
会
福
祉
協
議

会
京
都
府
福
知
山

市
社
会
福
祉
法
人
福
知
山
市
社
会
福
祉
協
議
会

京
都
府
福
知
山
市

同
上

同
上

同
上

社
会
福
祉
法
人
福
知
山
市
社
会
福
祉
協
議
会

三
和
支
所

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー

京
都
府
福
知
山
市

京
都
府
に

所
在
す
る
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
②

（
独
立
行
政
法
人

福
祉
医
療
機
構

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
掲
載
資
料
を
基
に
作
成
） 10

20



法
人

種
別

法
人
名
称

法
人
の
所
在
地

指
定
を
受
け
た

都
道
府
県

事
務
所
の
名
称

事
務
所
の
所
在
地

株
式

会
社

株
式
会
社
日
本
ビ
ジ
ネ
ス

デ
ー
タ
ー
プ
ロ
セ
シ
ン
グ
セ

ン
タ
ー

兵
庫
県
神
戸
市

北
海
道

札
幌
市
認
定
調
査
セ
ン
タ
ー

北
海
道
札
幌
市

千
葉
県

柏
認
定
調
査
セ
ン
タ
ー

千
葉
県
柏
市

東
京
都

東
京
東
部
認
定
調
査
セ
ン
タ
ー

東
京
都
葛
飾
区

N
D

C
立
川
認
定
調
査
セ
ン
タ
ー

東
京
都
立
川
市

東
京
中
部
認
定
調
査
セ
ン
タ
ー

東
京
都
台
東
区

愛
知
県

名
古
屋
市
東
部
認
定
調
査
セ
ン
タ
ー

名
古
屋
市
千
種
区

豊
田
介
護
認
定
調
査
セ
ン
タ
ー

愛
知
県
豊
田
市

岡
崎
市
介
護
認
定
調
査
セ
ン
タ
ー

愛
知
県
豊
田
市

三
重
県

四
日
市
市
認
定
調
査
セ
ン
タ
ー

三
重
県
四
日
市
市

鈴
鹿
亀
山
介
護
認
定
調
査
セ
ン
タ
ー

三
重
県
鈴
鹿
市

大
阪
府

株
式
会
社
日
本
ビ
ジ
ネ
ス
デ
ー
タ
ー
プ
ロ
セ
シ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
大
阪
心
斎
橋
支
店

大
阪
市
中
央
区

兵
庫
県

株
式
会
社
日
本
ビ
ジ
ネ
ス
デ
ー
タ
ー
プ
ロ
セ
シ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
神
戸
本
社

神
戸
市
中
央
区

複
数
の
都

道
府

県
に
所
在
す
る
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
①

（
独
立
行
政
法
人

福
祉
医
療
機
構

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
掲
載
資
料
を
基
に
作
成
） 11

21



法
人

種
別

法
人
名
称

法
人
の
所
在
地

指
定
を
受
け
た

都
道
府
県

事
務
所
の
名
称

事
務
所
の
所
在
地

株
式

会
社

ア
ー
ル
・
ツ
ー
エ
ス

福
岡
県
福
岡
市

福
岡
県

日
本
デ
ー
タ
ー
福
岡
調
査
セ
ン
タ
ー

福
岡
市
中
央
区

大
阪
府

お
お
さ
か
認
定
調
査
セ
ン
タ
ー

大
阪
市
西
区

兵
庫
県

株
式
会
社
ア
ー
ル
・
ツ
ー
エ
ス
兵
庫
支

店
兵
庫
県
西
宮
市

広
島
県

株
式
会
社
ア
ー
ル
・
ツ
ー
エ
ス
広
島
支

店
広
島
県
廿
日
市
市

福
岡
県

株
式
会
社
ア
ー
ル
・
ツ
ー
エ
ス

福
岡
市
南
区

佐
賀
県

株
式
会
社
ア
ー
ル
・
ツ
ー
エ
ス
佐
賀
支

店
佐
賀
県
佐
賀
市

熊
本
県

く
ま
も
と
介
護
認
定
調
査
セ
ン
タ
ー

熊
本
県
熊
本
市

複
数
の
都

道
府

県
に
所
在
す
る
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
②

（
独
立
行
政
法
人

福
祉
医
療
機
構

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
掲
載
資
料
を
基
に
作
成
） 12

22



参
照
条
文
①

○
介
護
保
険
法
（平

成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
（抄

）

（文
書
の
提
出
等
）

第
二
十
三
条

市
町
村
は
、
保
険
給
付
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
保
険
給
付
を
受
け
る
者
若
し
くは

当
該
保
険
給
付
に
係
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
（居

宅
サ
ー
ビ
ス
（こ

れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を

含
む
。
）、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
（こ

れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）、
居
宅
介
護
支
援
（こ

れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）、
施
設
サ
ー
ビ
ス
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（こ

れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含

む
。
）、
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
（こ

れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）若

し
くは

介
護
予
防
支
援
（こ

れ
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
含
む
。
）を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）を

担
当
す
る
者
若
し
くは

保
険
給
付

に
係
る
第
四
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
改
修
を
行
う
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
（第

二
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「照

会
等
対
象
者
」と

い
う
。
）に

対
し
、
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提

出
若
し
くは

提
示
を
求
め
、
若
し
くは

依
頼
し
、
又
は
当
該
職
員
に
質
問
若
し
くは

照
会
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
）

第
二
十
四
条
の
二

市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
一
部
を
、
法
人
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
し
、
当
該
事
務
を
適
正
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
都
道
府
県
知

事
が
指
定
す
る
も
の
（以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「指

定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
」と

い
う
。
）に

委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
事
務
（照

会
等
対
象
者
の
選
定
に
係
る
も
の
を
除
く。

）

二
第
二
十
七
条
第
二
項
（第

二
十
八
条
第
四
項
、
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
条
第
二
項
、
第
三
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
十
二
条
第
二
項
（第

三
十
三
条
第
四
項
、
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
、
第
三
十

三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）の

規
定
に
よ
る
調
査
に
関
す
る
事
務

三
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
務

２
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
は
、
前
項
第
二
号
の
事
務
を
行
う
と
き
は
、
介
護
支
援
専
門
員
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
に
当
該
委
託
に
係
る
調
査
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（要
介
護
認
定
）

第
二
十
七
条

要
介
護
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
被
保
険
者
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
請
書
に
被
保
険
者
証
を
添
付
し
て
市
町
村
に
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（略

）

２
市
町
村
は
、
前
項
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
職
員
を
し
て
、
当
該
申
請
に
係
る
被
保
険
者
に
面
接
さ
せ
、
そ
の
心
身
の
状
況
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
環
境
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て

調
査
を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
市
町
村
は
、
当
該
被
保
険
者
が
遠
隔
の
地
に
居
所
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
調
査
を
他
の
市
町
村
に
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
～

12
（略

）

（要
介
護
認
定
の
更
新
）

第
二
十
八
条

要
介
護
認
定
は
、
要
介
護
状
態
区
分
に
応
じ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
（以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「有

効
期
間
」と

い
う
。
）内

に
限
り
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

２
要
介
護
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
は
、
有
効
期
間
の
満
了
後
に
お
い
て
も
要
介
護
状
態
に
該
当
す
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
当
該
要
介
護
認
定
の

更
新
（以

下
「要

介
護
更
新
認
定
」と

い
う
。
）の

申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
（略

）

４
前
条
（第

八
項
を
除
く。

）の
規
定
は
、
前
二
項
の
申
請
及
び
当
該
申
請
に
係
る
要
介
護
更
新
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
の
規
定
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。

５
市
町
村
は
、
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
前
条
第
二
項
の
調
査
を
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
、
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
事
業
者
若
し
くは

施
設
（以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「指

定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
」と

い
う
。
）又

は
介
護
支
援
専
門
員
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（要
介
護
状
態
区
分
の
変
更
の
認
定
）

第
二
十
九
条

要
介
護
認
定
を
受
け
た
被
保
険
者
は
、
そ
の
介
護
の
必
要
の
程
度
が
現
に
受
け
て
い
る
要
介
護
認
定
に
係
る
要
介
護
状
態
区
分
以
外
の
要
介
護
状
態
区
分
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
、
要
介
護
状
態
区
分
の
変
更
の
認
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
第
二
十
七
条
及
び
前
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
及
び
当
該
申
請
に
係
る
要
介
護
状
態
区
分
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
関
し
必

要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。
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参
照
条
文
②

○
介

護
保

険
法
施

行
令

（
平

成
十

年
政

令
第

四
百

十
一
号

）
（

抄
）

（
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人

の
指

定
）

第
十
一
条
の
二

法
第
二
十
四
条

の
二

第
一

項
に
規

定
す
る
指

定
市
町
村

事
務
受

託
法
人
（
以

下
「
指
定
市

町
村
事

務
受
託

法
人
」
と
い
う
。
）
の

指
定

は
、
厚

生
労

働
省

令
で
定

め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事

務
（
以

下
「
市

町
村

事
務

」
と
い
う
。
）
を
受
託
し
よ
う
と
す
る
者
の

申
請
に
よ
り
、
市
町

村
事
務
を
行

う
事
務

所
（
以

下
「
市

町
村

事
務

受
託

事
務

所
」
と
い
う
。
）

ご
と
に
行
う
。

２
都

道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
申

請
が

あ
っ
た
場

合
に
お
い
て
、
次

の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
き
は
、
法
第

二
十
四

条
の
二

第
一
項

の
指

定
を
し
て
は

な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

三
申
請
者
が
、
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

（
法

第
二

十
三

条
に
規

定
す
る
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
い
う
。
第

七
号
、
第
十
一

条
の
五

第
九
号
、
第
十

一
条

の
七

第
二

項
第

二
号

及
び
第

六
号

並
び
に
第

十
一
条
の
十
第
八
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
提

供
し
て
い
る
と
き
。
た
だ
し
、
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
特

別
の
事

情
が
あ
る
と
都
道
府

県
知

事
が

認
め
た
と
き
は

、
こ
の

限
り
で
な
い
。

四
～
八

（
略

）

○
介

護
保

険
法
施

行
規
則

（
平

成
十

一
年

厚
生

省
令

第
三

十
六
号

）
（
抄

）
（
指
定
市
町
村
事
務
受
託
法
人
の

指
定

の
要

件
）

第
三

十
四
条
の
二

（
略
）

２
法

第
二
十

四
条
の
二
第
一
項
の

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
要

件
は
、
同
項
第

二
号
に
規

定
す
る
事
務
（
以

下
「
要
介
護

認
定
調

査
事
務

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は

、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

一
要
介
護
認
定
調
査
事
務
を
適

確
に
実

施
す
る
に
足

り
る
経

理
的
及
び
技
術
的
な
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
法
人
の
役
員
又
は
職
員
の
構

成
が

、
要

介
護

認
定

調
査

事
務

の
公
正
な
実

施
に
支

障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
要
介
護
認
定
調
査
事
務
以

外
の

業
務

を
行

っ
て
い
る
場

合
に
は
、
そ
の
業

務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
要
介
護
認

定
調
査

事
務
の

公
正
な
実

施
に
支

障
を
及

ぼ
す
お
そ
れ

が
な
い
も
の

で
あ

る
こ
と
。

四
前
三
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
要

介
護

認
定

調
査

事
務

を
行
う
に
つ
き
十

分
な
適
格

性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
令

第
十
一
条

の
二
第
二
項
第

三
号

に
規

定
す
る
厚

生
労

働
省

令
で
定
め
る
特
別
の

事
情
）

第
三
十
四
条
の
三

令
第
十
一
条

の
二

第
二

項
第

三
号

に
規

定
す
る
厚
生

労
働
省

令
で
定
め
る
特
別
の

事
情
は
、
当
該
申

請
に
係
る
同

条
第

一
項

に
規

定
す
る
市

町
村

事
務

受
託

事
務

所
（
以

下
「
市
町

村
事
務
受
託
事
務

所
」
と
い
う
。
）
の

所
在

地
の

市
町

村
の
区

域
内
に
要

介
護
認

定
調
査

事
務
に
係
る
法
第
二

十
四
条

の
二

第
一

項
に
規

定
す
る
指

定
市

町
村

事
務

受
託

法
人
（
以
下
「
指

定
市
町
村
事
務
受

託
法

人
」
と
い
う
。
）
が

存
在

し
な
い
こ
と
そ
の
他

こ
れ
に
準
ず
る
事

情
と
す
る
。

（
要
介
護
認
定

の
申
請
等
）

第
四

十
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４
法

第
二
十
八
条
第
五
項
の
厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る
事

業
者

又
は
施

設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

二
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福

祉
施

設
三

介
護
保
険
施
設

四
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
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